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3　　KAMIKAWA　5 月号 KAMIKAWA　5 月号　　2

令和 3 年度令和 3 年度

入学式 ・入園式入学式 ・入園式

神川中学校　入学式神川中学校　入学式

幼稚園 ・ 保育所　入園式幼稚園 ・ 保育所　入園式

小学校　入学式小学校　入学式

令和3年度　町内小中学校の入学者数

学校名 入学者数

丹荘小学校 61人

青柳小学校 17人

渡瀬小学校 4人

神泉小学校 2人

神川中学校 107人

渡瀬小学校 神泉小学校

神川幼稚園

丹荘保育所 青柳保育所

　

４
月
５
日(

月)

～
９
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金)

に
か
け
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、
町
内
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小
中
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・

幼
稚
園
・
保
育
所
に
て
入
学
式
・

入
園
式
が
行
わ
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ま
し
た
。

当
日
は
新
型
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ロ
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イ
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し
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け
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実
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し
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。

今
年
度
は
新
型
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ナ
ウ
イ
ル

ス
の
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染
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策
も
あ
り
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各
校

（
所
・
園
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先
生
や
職
員
の
方
が

広
報
掲
載
用
の
写
真
を
準
備
し
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。

新
入
学
・
入
園
の
皆
さ
ん
、
お

め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

青柳小学校丹荘小学校
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問合せ　保健センター　☎０４９５-７７-４０４１　FAX ０４９５-７７-０５５０

新型コロナウイルスワクチン予防接種

かみかわの歴史 ・ 発見 ‼
第 24 回　金色に輝く　光明寺の銅造阿弥陀如来立像

　　　　　　　問合せ　生涯学習課　文化財担当　☎ /FAX ０２７４- ５２- ２５８６

ワクチン　ファイザー社

接種回数　３週間あけて２回

対象者　　神川町に住所のある１６歳以上の方（国の方針に基づき、段階的に実施します。）

接種会場　集団接種　または　個別接種

実施期間　令和３年５月７日（金）～令和４年２月２８日（月）

接種順位　当面は６５歳以上の方を対象に実施します。６４歳以下の方は、国の方針が決まるまでお待

　　　　　ちください。また、６５歳以上で基礎疾患がある方は、接種券を優先的に発送しますので、上

　　　　　記の問合せ電話（新型コロナワクチン接種相談窓口）にご連絡ください。

　大字新里にある光
こうみょうじ

明寺の本尊 「銅
どうぞう

造阿
あ み だ

弥陀如
にょらい

来立
りゅうぞう

像」 は、 新里氏が守護仏として信仰してきたと伝えられて

います。新里氏は武
む さ し し ち と う

蔵七党の丹
たんとう

党に属していた綱
つなふさ

房が「新里」の地に居住して新里を名乗ったことに始まります。 　

　新里氏が信仰してきた仏像は、新神川郷土かるたにも 「“こ”　国宝の阿弥陀如来は光明寺」 と読まれています。

この国宝とは、 文化財保護法施行以前の名称で現在の国指定重要文化財にあたります。

　仏像は高さ約 49 ㎝で、 銅に鍍
め っ き

金を施したものです。 背面に 「武州児玉郡新里矢庭光明寺定　栄賢　永仁三　

八　十五　幸賢」 と刻まれていることから、 永
えいにん

仁三 （1295） 年以前に製作されたことと、 新里という地名が鎌

倉時代に存在していたことがわかります。

　※現在、 仏像は埼玉県立歴史と民俗の博物館が管理しています。

①

②

③

①：永仁三　八　十五　幸賢

②：武州児玉郡新里矢庭光明寺定

③：栄賢

光明寺阿弥陀如来立像

背面に刻まれた文字

接種は

任意

費用は

無料

概要

接種を受けるまで

接種会場を決める 予約する
1回目の

接種を受ける

２回目の

接種を受ける→ → →

詳しくは接種券に同封する案内でご確認ください。

予約の方法

①予約センターへ電話　０５７０－００９－７７０（ナビダイヤル）

②ＷＥＢから予約　　　https://v-yoyaku.jp/110367-kodamagunshi

1 回目 2 回目 時間

総合福祉センター
いこいの郷
(丹荘小学校向かい)

平日

5 月 17 日 ( 月 ) 6 月 9 日 ( 水 )
午後１時３０分

～２時３０分
6 月 21 日 ( 月 ) 7 月 21 日 ( 水 )

7 月 5 日 ( 月 ) 8 月 2 日 ( 月 )

休日
5 月 30 日 ( 日 ) 6 月 27 日 ( 日 ) 午前９時

～11時３０分7 月 25 日 ( 日 ) 8 月 29 日 ( 日 )

ステラ神泉
(神泉総合支所向かい)

5 月 14 日 ( 金 ) 6 月 7 日 ( 月 ) 午後１時３０分

～２時３０分7 月 9 日 ( 金 ) 8 月 6 日 ( 金 )

集団接種の日程

個別接種

本庄市児玉郡内の指定医療機関（医療機関により開始日が異なります）

接種可能な医療機関については、接種券（クーポン）に同封する案内にてご確認ください。

〇明らかに発熱している方

〇重い急性疾患にかかっている方

〇本ワクチンの成分に対し重度の過敏症

　 の既往歴のある方　等

〇過去に免疫不全の診断を受けた方

〇近親者に先天性免疫不全症の方がいる方

〇過去に予防接種を受けてアレルギー症状

　 が出た方　等

接種を受けることが出来ない方（抜粋） 接種にあたり注意が必要な方（抜粋）

【問合せ】

神川町新型コロナワクチン接種相談窓口（平日午前9時～午後５時）

電話 ０５７０－０１９－００８　　FAX ０４９５－７７－０５５０

集団接種・個別接種ともに予約の方法は同じです。

集団接種は２回分をまとめて予約します。個別接種は「１回分のみ」「2回まとめて」のどちらでも可能です。



申告期限延長に伴う課税の対応について

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置として申告期限が４月１５日まで延長されましたが、申告書の提出

時期によっては申告内容の反映が住民税の課税に間に合わない場合があると見込まれます。

　この場合、申告書の内容が確認でき次第、課税又は税額変更等の処理を行い、該当の方へ税額決定（変更）通

知書等でお知らせしますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

◎普通徴収

主に自営業の方や会社を退職した方などが対象です。

６月 ・ ８月 ・ １０月 ・ 翌年 1 月の年４回に分けて、 納付書または口座振替により納付する方法です。

※コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリ「PayPay（ペイペイ）」、「LINEPay（ラインペイ）」から

でも納付できます。詳細は本紙９ページまたは町ホームページをご覧ください。

◎給与からの特別徴収

事業主が毎月の給与 （年１２回） から、 対象者の住民税を差し引いて納付する方法です。

◎年金からの特別徴収

４月１日現在で６５歳以上の公的年金受給者のうち、 一定の要件を満たす方は、 個人住民税が年金から

差し引かれます。

令和３年度　個人住民税のお知らせ
問合せ　税務課　町民税担当　☎０４９５-７７-２１16　FAX０４９５-７７-2117
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問合せ　保健センター　☎０４９５-７７-4041　FAX０４９５-７７-0550

♡ 健康メッセージ ♡
保健師・看護師・社会福祉士・管理栄養士からの

ＶＳＶＳ 新型コロナウイルス
～感染症に負けない！免疫力を高める～

　令和 2 年 7 月号から全 6 回にわたって、 「感染症対策」 についてお伝えしてきました。 今までお伝えし

てきたように 「運動」 「睡眠」 「こころの健康」 「食事」 などに気を付け、 生活を整えることが大切です。 　

　今回は感染症対策のポイントのおさらいです。 令和 3 年度も健やかに毎日過ごしていきましょう。

マスクの着用が 「あたりまえ」 になりました。 中にはまだまだ慣

れない方もいるかと思います。

　散歩等のふとしたとき、 マスクさえしていれば、 出会った方や登

下校中の子ども達とあいさつ等ができますね。

　黙って通り過ぎるより、 あいさつをした側も、 された側もずっと

嬉しい気持ちになります。

　手作りマスクやマスクの寄付で繋がった縁も大切にしたいですね。

　自分も周りの人も健やかに過ごせる毎日をこれからも送っていけ

るよう、 マスクを着用し、 感染症対策をしていきましょう。

引き続き「マスクの着用」をお願いします

　個人住民税 （町民税 ・ 県民税） は、 前年 （令和２年） 中の所得を基に計算されます。

　令和３年１月１日現在で、 神川町に居住している方が課税の対象です。

　給与特別徴収の納税通知書は５月中旬にお勤めの事業所へ、 普通徴収の納税通知書は６月上旬に納税義

務者へ発送する予定です。

個人住民税の納税通知書を発送します

申告書等の内容を確認 ・ 訂正する場合があります

　正しい課税を行うため、 提出された給与支払報告書や申告書等の内容の確認を行い、 次のような場合に

は訂正して住民税を課税いたします。

① 扶養にとれない方を扶養控除対象としている場合

② その他の控除で、 条件に当てはまらない控除を計上している場合

③ 計算誤りや記載の不備があった場合

④ 申告書の給与や年金の金額が、 町に届いている給与支払報告書や公的年金等支払報告書の金額と

異なっている場合

⑤ その他、 課税する上で何らかの訂正が必要な場合

令和３年度 （令和２年分） 所得 ・ 課税証明書等は６月９日 （水） から交付します

　証明書を交付できる方は、 次の①～④に該当する方です。

① 町民税 ・ 県民税の申告をした方

② 所得税の確定申告をした方

③ 給与支払報告書が勤務先から町へ提出されている方

④ 年金の支払報告書が町へ提出されている方

※①～④に該当しない方は、 町に課税資料がないため、 申告をした後でなければ証明書を交付することができません。 申告

の内容や時期によっては、 所得証明書等の発行まで２か月程度かかる場合がありますのでご了承ください。 なお、 収入が

ない方、 家族の扶養になっている方も同様ですのでご注意ください。

　また、 １６歳以上の国民健康保険加入者で①～④に該当しない方は、 申告をすることにより国民健康保険税が軽減される

場合がありますので忘れずに申告をお願いします。

納付方法について

マスクで繋がるマスクで繋がる
地域の輪地域の輪

免疫力を

高める ++

感染予防策（７月号）

①適度な運動

「運動（3月号）」

〇筋力アップ（スクワット）

○柔軟性アップ

○ラジオ体操

○腹式呼吸

○笑う

②適度な休養

「睡眠（11月号）」

〇決まった時間に起きる

〇満足感が得られ、前日の

　 疲れがとれる睡眠をとる

〇就寝前にスマホの使用や

カフェイン飲料は控える

③ストレスをためない

「こころの健康（1月号）」

〇気分転換をする

〇電話やSNS等を活用し、

 離れた家族や友人と連　

　 絡をとる

〇不安や悩みを相談する

④腸内環境を整える

「食事（9月号）」

〇３食を規則正しくとる

〇免疫力を高める食材を

 とる

 （「発酵食品」「野菜」等）



　次の表に該当する心身障害者が、要件を満たした場合、通院・通学や仕事等のために使用する軽自動車（障

害者１人につき１台に限る）の減免を受けることができます。

　火災や風水害などで家屋（固定資産課税台帳に登録されている家屋）に被害を受けた場合、その被害の程

度に応じて固定資産税を減免する制度が設けられています。

　ただし、被災が軽微な場合には減免の対象にならないこともあります。

申請方法　減免を受けようとする方は､納期限７日前までに｢減免申請書」に

　　必要事項を明記し、必要書類を添えて税務課へ提出してください。

税額軽減期間等　減免の期間…申請年度の課税分のみ

　　 対象…納期限到来前の税額分

持参するもの　罹災証明書、印鑑（朱肉を使うもの）、その他資料（写真等）

申請期限

5月31日(月)まで

要件　次のいずれかに該当する場合

●車両の所有者もしくは運転者が該当者本人ま

たは、該当者と同一生計の方

●該当者のみで構成される世帯が所有する車両

で該当者を常時介護する方

申請場所　税務課

持参するもの　①印鑑（朱肉を使うもの）

②身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉

保健手帳と自立支援医療受給者証　※原本

③運転者の運転免許証

④納税通知書

※その他、必要な書類が生じる場合があります。

※普通自動車が減免されている方は対象外です。

※毎年度申請が必要です。

減免の対象となる障害の区分及び級

手帳の種類及び障害の区分 減免の対象となる障害の級

　
身
体
障
害
者
手
帳

心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼ
うこう又は直腸

１級、３級

体幹 １級から３級、５級

聴覚 ２級、３級

視覚 1級から3級まで及び4級の1
(４級のうち視力の良い方の眼の視力が0.08～0.1)

音声又は言語機能 ３級 （こう頭が摘出された場合に限ります）

平衡感覚 ３級

上肢 １級、２級

下肢 １級から６級まで

乳幼児期以前の非進行性脳病
変による運動機能 （上肢）

１級、２級

乳幼児期以前の非進行性脳病
変による運動機能 （移動）

１級から６級まで

ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能、肝臓

１級から３級まで

戦傷病者手帳
身体障害者手帳の減免の範囲に準
じます。

療育手帳 Ⓐ又はA

精神障害者保健福祉手帳
１級で、かつ精神通院医療を受けて
いる方

※障害名が「左半身不随」の場合など複数の障害がある場合は、

障害の区分ごとの級（上肢○級、下肢○級など）を確認します。

心身障害者の軽自動車税（種別割）減免制度について
問合せ　税務課　資産税担当　☎０４９５-７７-２１16　FAX０４９５-７７-2117

災害に対する固定資産税の減免について
問合せ　税務課　資産税担当　☎０４９５-７７-２１16　FAX０４９５-７７-2117

自動車税は5月31日(月)までに納めましょう
問合せ　自動車税コールセンター　☎050-3786-1222

　自動車税（種別割）は車をお持ちの方にかかる県の税金です。金融機関やコンビニでも納められます。また、

パソコンなどを使って、Weｂサイト「Yahoo!公金支払い」を利用したクレジットカード納付や、インターネット

バンキング等を利用したペイジー納付もできます。

　納税通知書が5月7日以降お手元に届く予定ですので、忘れずに、5月31日（月）までに納めてください。

　また、県では自動車税（種別割）を納期限までに納めていただくと、割引などの特典が受けられる自動車税

「納めてプラス！」キャンペーンを実施しています。詳しくは「埼玉県　納めてプラス」で検索してください。

※自動車税（種別割）に関する連絡、確認などについては、自動車税コールセンターにご連絡ください。
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問合せ　保険健康課　介護年金担当　☎０４９５-７７-２１１3　FAX０４９５-７７-２１１７

〇問合せ

   熊谷年金事務所　048-522-5012

   保険健康課　　　　0495-77-2113

   地域総務課　　　　0274-52-3271

☆熊谷年金事務所　相談予約受付専用番号

年金事務所の相談窓口は非常に混雑しておりますので、

事前にご予約をお願いします。

予約受付専用番号　０５７０-０５-４８９０

学生納付特例制度について
　日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけ

られています。しかし、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」

が設けられています。

対象者　学生納付特例の対象校とされている学校に在学中で、前年所得が基準額以下の方

添付書類　学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類

 在学証明書の原本、または学生証（裏面に有効期限等の記載がある場合は裏面も含む）の写しなど

※有効期限の記載がない、または有効期限切れの学生証では在学を確認できないため、添付書類として無

効となります。お手数ですが、在学証明書の原本を添付ください。

　なお、学生となる以前にお勤めされていたために前年所得が基準額を超える場合は「退職特例」を利用して

の申請が有利ですが、退職（失業）したことを確認できる書類（雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票

等の写しなど）を添付いただくことで、学生納付特例に該当する場合がありますので、お問合せください。

町税等のスマートフォン納付をご利用ください
問合せ　税務課　管理担当　☎０４９５-７７-２１16　FAX０４９５-７７-2117

　５月１日からPayPay（ペイペイ）、LINEPay(ラインペイ)で町税等のスマートフォン納付が可能になりました。

納付できる町税等　町県民税（普通徴収）、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、

　 水道料金、下水道使用料

利用方法 アプリをダウンロードし、 納入通知書に印刷されたバーコードを読み取って、 お支払いください。

　 詳しくは町のホームページをご覧ください。

注意事項

●下記の納付書の場合には、アプリからはご納付いただけません。

コンビニエンスストア使用期限を過ぎた場合、バーコード表示がない場合、バーコードが読み取れない場

　合、金額が30万円を超える場合

●納税証明書や領収証書が発行されません。

軽自動車税の車検用納税証明書は、税務課窓口や神泉総合支所で無料で発行しますが、領収証書がすぐ

に必要な方は、スマホ納付以外の納付方法（コンビニ、金融機関等）をご利用ください。

●アプリにチャージされた残高からお支払いする方法です。

●手数料はかかりませんが、アプリ利用にかかる通信料は利用者の負担となります。

●重複納付（スマホ納付と他の納付）に注意してください。

（スマホ納付に使用した納付書は、金融機関やコンビニエンスストア等で納付しないでください。）
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　撤去工事をお考えの方はご相談ください。事前相談もお気軽にお問合せください。

補助対象者　・危険ブロック塀等の所有者か管理者　

・町税に未納がない方

募集期間　6月1日(火)午前１０時から１０月29日(金)午後５時まで（先着順）

※期間内でも、予算30万円に達した時点で終了になります。

補助の対象となる壁　・ひび割れ、傾き、破損している壁等。（危険ブロック塀等の調査結果表の対象）

・建築基準法などに規定のある道路に面しているコンクリートブロック造または組積造

の塀及び門柱であること。

補助金額　補助対象経費の1/2を乗じた額で上限１０万円

申請の流れ　①受付後、職員による点検　②交付申請  ③交付適合通知　

④工事着工→工事完了　⑤補助金実績報告書　⑥補助金交付決定通知書

⑦補助金交付請求書→指定口座に振込

　　 工事着手前に必ず役場職員の確認を受け、その後の申請をお願いします。

注意点　撤去工事の契約は③交付適合通知以降に行ってください。

 交付申請から交付適合までは1～2週間かかります。余裕をもって申請してください。

工事は、令和４年１月31日（月）までに完了する必要があります。

町内の業者による工事に限ります。

危険ブロック塀等撤去事業補助金について
問合せ　建設課　都市計画管理担当　☎０４９５-７７-0702　FAX０４９５-７７-３９１５

行政区名 行政区長 環境衛生推進委員

新 宿 新井　浩 渡辺　浩一

池 田 飯島　正文 油科　正雄

二 ノ 宮 福島　高司 新井　英雄

新 里 木村　順二 大河原　光夫

前 組 町田　理 岩田　辰雄

中 新 里 島﨑　治 戸谷　功

小 浜 平塚　拓男 須賀　茂

貫 井 貫井　哲夫 須賀　則明

植 竹 長井　貞之 野口　一美

肥 土 斉藤　正晴 藤牧　守司

関 口 荒井　道昌 中野　辰夫

四軒在家 松原　良治 佐久間　稔

令和３年度　新役員等のみなさん
問合せ　総務課　庶務担当　☎０４９５-７７-2114　FAX０４９５-７７-3915

防災環境課　防災担当・環境担当　☎０４９５-７７-2124　FAX０４９５-７７-3915

行政区名 行政区長 環境衛生推進委員

元 阿 保 坂本　優蔵 山浦　洋二郎

八 日 市 斉藤　誠 金井　一

原 新 田 原　敏一 川野　加代子

熊 野 堂 折茂　和好 長谷川　力資

元 原 赤羽　孝 常盤　秀男

渡瀬本町 田中　新 山﨑　恵三

渡瀬仲町 原　茂 長野　英樹

渡瀬上町 山口　清 山口　幸雄

下阿久原 柴崎　紀夫 齊藤　満宏

上阿久原 四方田　利男 四方田　英治

矢 納 川鍋　直人 大江　忠良

　町民のみなさんと行政とのパイプ役としてご尽力いただく令和３年度の行政区長さん、環境衛生推進委員

さんが決まりました。住みよい町・地域づくりのためよろしくお願いします。

（敬称略）

【行政区長・環境衛生推進委員】（敬称略）

【神川町消防団】（敬称略）

役職 氏名 備考

団 長 荒木　美弘 再任

副 団 長 小島　武一 再任

副 団 長 倉林　俊之 再任

役職 氏名

第１分団　分団長 清水　勝人

第２分団　分団長 飯島　義人

第３分団　分団長 矢島　陽

第４分団　分団長 齊藤　智太

　神川町消防団の役員と行政相談委員については下記の通りです。

【行政相談委員（再任・敬称略）】

中島　正（下阿久原）

新井　憲（渡瀬）

役職 氏名

第５分団　分団長 奥原　且善

第６分団　分団長 高橋　和宏

第７分団　分団長 浅見　明生

第８分団　分団長 北嶋　佑子



13　　KAMIKAWA　5 月号 KAMIKAWA　5 月号　　12

合併処理浄化槽への転換にかかる費用を一部補助します
問合せ　防災環境課　環境担当　☎０４９５-７７-２１２４　FAX０４９５-７７-３９１５

注意点　

・補助対象は、専用住宅または店舗併用住宅（居住部分が２分の１以上）で、10人槽以下の合併処理浄化槽

に転換する場合になります。

・補助対象となる浄化槽は、高度処理型でかつ環境配慮型の性能要件を満たす浄化槽に限ります。

・新築、増改築（建築確認申請を必要とする）に伴い設置した場合は、補助の対象にはなりません。

・工事費が上記の金額を下回る場合は、実際に要した工事費用が補助金額になります。

・予算に達し次第、受付は終了となります。

・工事がすでに着工または完了しているものは対象になりません。

　専用住宅に設置されている単独処理浄化槽または汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ転換を行う場合、補

助金を交付します。

　合併処理浄化槽に転換し、放流水の水質改善を図り、快適な生活環境をつくりましょう。

対象区域　下水道事業区域（渡瀬・元原の一部・熊野堂の一部）以外の地域

補助基数  人槽を問わず、３０基（先着順）   　　　　受付開始日　５月１7日（月）

補助金額 ５人槽 ７人槽 10 人槽

設置補助金 444,000 円 486,000 円 576,000 円

配管費
64,000 円 （単独浄化槽からの転換の場合）
32,000 円 （汲み取り便槽からの転換の場合）　

撤去 ・ 処分費
60,000 円 （単独浄化槽からの転換の場合）
30,000 円 （汲み取り便槽からの転換の場合）

有害ごみの分別収集を行います
問合せ　防災環境課　環境担当　☎０４９５-７７-２１２４　FAX０４９５-７７-３９１５

行政区 収集場所

新宿 寄島公民館

池田 泉徳寺前

二ノ宮 青柳駐在所東

新里 多目的集会所

前組 徳万屋北

中新里 中新里集落センター

小浜 小浜集会所 （小松神社）

貫井 観音堂

植竹 日枝神社西側ごみ収集所

肥土 中肥土集会所

関口 池上神社境内

四軒在家 万日堂

元阿保 旧公会堂

八日市 八日市集会所

原新田 原新田集会所

熊野堂 三原集会所

元原 元原集会所

渡瀬本町 戒蔵寺入り口ごみ収集所

渡瀬仲町 渡瀬コミュニティ集会所

渡瀬上町 木宮神社境内

下阿久原
ステラ神泉

上阿久原

矢納 矢納センター

　ごみの適正な分別・排出にご協力をお願いします。

日時　5月26日（水）　午前7時～9時

場所　右の表の通り

排出できる物　

・蛍光管（電球は除く）

※電球型蛍光ランプを含む。

・体温計（水銀入り）

・乾電池

注意事項

・袋や箱に入れたままで排出しないでください。

・電球や割れた蛍光管は、危険防止のため新聞紙等で包み、

不燃ごみの日に排出してください。

・事業所のごみは排出することができません。

　町では、結婚生活をスタートする新婚夫婦に、住居費や引越費用などの一部を補助します。

対象者　令和３年４月１日以降に婚姻届を受理され、次の要件をすべて満たす夫婦

・前年（4月又は５月に申請する場合は、前々年）の夫婦の合計所得が400万円未満であること

※夫婦の双方又は一方が申請時において無職または離職した方については、所得なしとして算出します。

※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、夫婦の合計所得から貸与型奨学金の返済額を控除します。

・婚姻日における年齢が、夫婦ともに39歳以下であること

・対象となる住居が町内にあり、夫婦双方又は一方が居住し、住民登録をしていること

・夫婦の双方が町税の滞納がないこと

・補助金の交付から３年以上神川町に居住する意思があること

・過去にこの制度の補助金の交付を受けていないこと

・他の公的補助による家賃補助を受けていないこと

・埼玉県または町が指定するライフデザインに関する講座等を受講し、アンケートに協力すること

補助金額　１世帯あたり　最大30万円

対象経費　令和３年４月１日から令和4年2月28日までに支払った次の費用

・新たに神川町の住宅を取得した際の費用

・神川町の住宅物件を賃貸する際に要した費用のうち、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料

・引越業者や運送業者に支払った引越費用

申請期限　令和4年2月28日

結婚新生活支援事業～新婚さんの新生活を応援します～

問合せ　町民福祉課　福祉担当　☎０４９５-７７-２１12　FAX０４９５-７７-2117

小型家電機器の回収を行います

日時　6月１3日（日）  午前９時から１１時　　

場所　保健センター前駐車場・神泉総合支所駐車場

主な回収できるもの

 固定電話、携帯電話、ファックス、炊飯器、電子レンジ、扇風機、ストーブ、

 ビデオデッキ、ラジオ、パソコンおよび周辺機器（モニター・プリンター）、

 掃除機、ゲーム機、電動ミシン等

回収できないもの　

 　家電リサイクル法対象品目（テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機）、

 小型家電リサイクル法の対象品目でないもの、布や木製部分が含まれ

 　るもの（こたつ、音響機器、電子カーペット）、電池・バッテリー・レーザー

 プリンターのトナー

〇注意事項

・電池は取り出して、有害ごみとして排出してください。

・端末（携帯電話等）内の個人情報は、自己責任で事前に消去してください。

問合せ　防災環境課　環境担当　☎０４９５-７７-２１２４　FAX０４９５-７７-３９１５

　使わなくなった小型家電機器に含まれる金属等を資源として再利用するため、ご協力をお願いします。

※家庭で使われていたものに限ります。（事業所から出たものは回収しません。）

収集ボックス

１５cm ×３０cm 以内の大きさであ

れば、 役場防災環境課窓口及び神

泉総合支所窓口に収集ボックスを

設置してあります。 開庁時間内に

お持ちください。

※投入口に入らない小型家電は

回収できません。



65歳以上の方の介護保険料が変わります

　令和 3 年度から 5 年度までの３年間を計画期間とする第 8 期介護保険事業計画が策定され、 介護保険

料の基準額は月額 5,600 円 （年額 67,200 円） となりました。 町では、 保険料の上昇を抑えるため 「介

護給付費準備基金」 の取り崩しを行うことで、 保険料の負担軽減につとめました。 第 8 期計画では、 「生

きがいのある健康な町づくり」 を基本理念とし、 住みなれた地域で安心して自分らしい暮らしを続けられる

よう、 地域包括ケアシステムの深化 ・ 推進に向けた取り組みを強化します。

役場職員の人事異動　4 月 1 日付 〔　〕 内は前職

総務課

主査　　　　　町田 拓也　　　 〔総合政策課主任〕

主事（本庄県土整備事務所へ派遣）　芳野 舜一　〔建設課主事〕

総合政策課

税務課

町民福祉課

主査　 　竹山 由紀　 　〔生涯学習課主査〕

主査　 　髙田 和也　 　〔税務課主査〕

主事　 　北嶋 佑子　  　〔保健センター主事〕

主事　 　新井 浩　 　〔会計課主事〕

主事補 　 　清水 一真　  　〔建設課主事補〕

防災環境課

保険健康課

経済観光課

建設課

会計課

学務課

生涯学習課

課長（兼）多目的交流施設所長　　　福嶋 晃　　 〔建設課長〕

主査　　　　　草間 範子　 　　〔保険健康課主任〕

公民館主事補（兼）生涯学習課主事補　　岩井 亮介

　〔農業委員会事務局主事補（兼）経済観光課主事補〕

神泉総合支所地域総務課

支所長（兼）課長（兼）会計課分室長

　　國本 剛史　　 　〔上下水道課長〕

課長補佐（兼）会計課分室長補佐（兼）ステラ神泉所長

　浅見 典男　　〔課長補佐（兼）会計課分室長補佐〕

【３月３１日付　退職者】

中原 孝　　 　〔防災環境課長〕

四方田 久美　 　〔会計管理者（兼）会計課長〕

引田 直樹  　 　〔生涯学習課長（兼）多目的交流施設所長〕

設楽 健一　  　〔神泉総合支所長（兼）地域総務課長（兼）会計課分室長〕

堀越 智文　  　〔総合政策課長〕（県へ帰任）

松長 隆行　  　〔建設課技監〕（県へ帰任）

戸谷 悦子　    　〔地域包括支援センター主幹（兼）総合福祉センター主幹〕

金子 美紀　     　〔保健センター主事（兼）地域包括支援センター主事（兼）保険健康課主事〕

宮一 愛美  　 　〔保険健康課主事補〕

青柳保育所

主任  　白浜 麻衣子　  〔神川幼稚園主任〕

保育士　  林 絵理香　  〔丹荘保育所保育士〕

保育士　  松本 桃子　  〔新採用〕

丹荘保育所

主事補　  五十嵐 梨沙子　  〔新採用〕

保健センター

※22ページ「わだいのひろば」にて、新採用職員の紹介記事

を掲載していますので、併せてご覧ください。

神川幼稚園
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課長　 　宮 穂高 　 　〔埼玉県より派遣〕

課長補佐　　堀内 守　 　〔保険健康課長補佐〕

主任　 　関口 和揮 　  　〔税務課主事〕

課長　 　稲荷 和弘　  〔総務課長補佐〕

主査　 　大畠 由行  　  〔経済観光課主任〕

主任　 　高柳 直貴　   　〔経済観光課主任〕

主任　 　水上 春香　  　〔町民福祉課主事〕

主任  　河野 聖未　   〔青柳保育所主任〕

保育士　  坂田 瑠美　  〔青柳保育所保育士〕

保育士　  坂本 妃那　  〔新採用〕

課長　 　榊 豊　  〔総合政策課長補佐〕

主事補　  荒井 将之  　  〔新採用〕

課長補佐　　木村 純子 　 　〔町民福祉課主査〕

主任　 　飯島 綾香 　  　〔税務課主任〕

主事　 　小暮 雅樹　  〔地域包括支援センター主事〕

地域包括支援センター

主事　 　杉山 諒　 　〔町民福祉課主事〕

主査　 　岩井 昌司　 　〔町民福祉課主査〕

主任　 　土師 侑哉　 〔公民館主事（兼）生涯学習課主事〕

農業委員会事務局主事（兼）経済観光課主事

　渡辺 玲香　  　〔町民福祉課主事〕

主事補 　 　金井 智樹　  　〔新採用〕

課長　 　中里 宏之　  〔建設課長補佐〕

技監　 　石井 嘉彦　 　〔埼玉県より派遣〕

主査　 　星野 喜正　   　〔経済観光課主査〕

主事　 　新井 崇紘　

　〔総務課主事（本庄県土整備事務所へ派遣）〕

会計管理者（兼）会計課長　　春山 孝子　  〔税務課長〕

主事補 　 　清水 慶太　  　〔防災環境課主事補〕

課長　 　堀口 二三夫 　 〔学務課長補佐〕

課長補佐　　須藤 早苗 

〔地域総務課長補佐（兼）ステラ神泉所長〕

園長  　根本 なをみ　  〔神川幼稚園副園長〕

主席　  福嶋 紀子　  〔丹荘保育所主席〕

教諭　  鈴木 彩香　  〔青柳保育所保育士〕

上下水道課

課長　 　矢島 柾仁 　   〔学務課長〕

問合せ　保険健康課　介護年金担当　☎０４９５-７７-２１１3　FAX０４９５-７７-２１１７

所得段階および対象者 基準額比 年額保険料

第１段階

世帯全員が

非課税

年金収入等80万円以下

（生活保護受給者・老齢福祉年金受給者等）
0.3 ２０，１６０円

第２段階 年金収入等80万円超120万円以下 0.5 ３３，６００円

第３段階 年金収入等120万円超 0.7 ４７，０４０円

第４段階 本人非課税

（世帯内に

課税者あり）

年金収入等80万円以下 0.9 ６０，４８０円

第５段階 年金収入等80万円超   【基準額】 1.0 ６７，２００円

第６段階

本人が

町民税課税

合計所得金額120万円未満 1.2 ８０，６４０円

第７段階 合計所得金額120万円以上210万円未満 1.3 ８７，３６０円

第８段階 合計所得金額210万円以上320万円未満 1.5 １００，８００円

第９段階 合計所得金額320万円以上 1.7 １１４，２４０円

どうして保険料があがるの？

介護保険料の賦課の方法は？

　介護保険料の賦課は、 毎年 4 月 1 日を基準に行います。 その後、 新たに被保険者資格を取得した方は、

資格を取得した月から保険料の納付が始まり、 本人の所得状況や同じ世帯の方の町民税課税状況に応じて

保険料が決定します。

　65 歳以上の方の保険料は介護保険給付費等の見

込みに基づいて３年ごとに見直しています。

　高齢化の進展により介護サービスに係る費用は

年々増加している状況から、 今後の介護保険給付費

等の増加に見合った保険料が必要となります。

年度 介護給付費

平成30年度 約9.4億円

令和元年度 約9.4億円

令和２年度 約9.5億円

令和３年度 約10.5億円

介護保険給付費・地域支援事業費の推移

３年間で約1.1億円増

※2年度は決算見込額、3年度は計画額となります



自衛官募集

　詳細はお問合せください。

【自衛官候補生】

受付期限　6月3日(木）

受験資格　18歳以上33歳未満　

試験日時　6月12日(土)・13日(日)

 のうち１日を指定

試験場所　大宮駐屯地

入隊時期　令和4年３月、４月

【地域事務所説明会】

日時　5月9日（日)

　午前10時～正午、

　　午後１時３０分～3時30分

場所　熊谷地域事務所

問合せ　 自衛隊埼玉地方協力本部　

 熊谷地域事務所

☎048-522-4855

本庄高校からのお願い

　県立本庄高等学校は、 令和 4 年

に創立 100 周年を迎えます。 これ

を機に 「本庄高等学校創立百周年

記念誌」の刊行を予定しております。

　つきましては、 記念誌制作の資料

として、 町民の皆様の中に、 本庄中

学校 （旧制）、 本庄高等女学校、 本

庄高等学校にゆかりの品々 ( 写真、

物品、 印刷物等） をお持ちの方が

いらっしゃいましたら、 是非お貸し

くださるようお願い申し上げます。

ご提供につきましては６月末頃まで

にお願いします。

　詳細は事務局 （斉藤または杉田）

までお問合せください。

問合せ　実行委員会事務局

 斉藤　☎０８０-５４６５-１７２３

coroandtom@yahoo.co.jp
 杉田　☎090-4937-0331

honkou100+kinensi@gmail.com
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公民館 今月の第一展示室

「水墨画展」

団体名 神川水墨の会

期間　5月31日（月）まで

   午前９時～午後５時

 期間は前後する場合があります。

問合せ 中央公民館

☎０４９５-７７-３６７１

FAX０４９５-７７-５０６６

【イベント等に関して】

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止

のため、 様々なイベント等が中止または

延期となっています。 広報紙発行後にそ

の判断がなされる場合もありますので、

事前に確認してからお出かけいただきま

すようお願いします。

一般講座

季節のお花の和菓子作り

　祝席や茶席で使われる上生菓子

「ねりきり」。 大河ドラマでもお菓子

を提供している職人さんから、 その

作り方を教わってみませんか？

　季節にちなんだ花のお菓子を作り

ます。 美しいお菓子でお家時間を楽

しみましょう。

日時　5月23日（日）

　 午前１０時～１１時３０分

場所　多目的交流施設

講師　阿佐美　広　氏（あさ美製菓舗）

参加費　１,０００円（２種類８個作成、

　 持ち帰り、冷凍可能）

定員　先着10名　

持ち物　エプロン、三角巾、手拭き、

マスク

申込　多目的交流施設

☎０274-52-2588

FAX０274-52-2587

神川町シルバー人材センター　会員募集

　60歳以上（令和3年４月現在）で就業していただ

ける方を随時募集しています。ご興味のある方は

お問合せください。

業務内容　除草、枝切り等

問合せ　神川町シルバー人材センター

☎０４95-77-1769

「STOP　THE　不法電波」

 ６月１日から１０日は 「電波利用環

境保護周知啓発強化期間」 です。電

波のルールは皆で守りましょう。

問合せ　関東総合通信局

●不法無線局による混信・妨害

☎０3-6238-1939

●テレビ・ラジオの受信障害

☎０3-6238-1945

17　　KAMIKAWA　5 月号 KAMIKAWA　5 月号　　16

神川幼稚園　園庭開放

　幼稚園・保育園に入園していないお

子さんを対象に、幼稚園の庭を遊び

場として開放します。

日時　5月18日（火）

　　午前１０時～１１時３０分

場所　園庭（雨天の場合は中止）

受付　職員室前（中門付近）

①参加者は南駐車場・中門からお

入りください。

②飲み物は各自でお持ちください。

③個別に援助者はつきません。

必ず付き添いをお願いします。

④南駐車場をご利用ください。

問合せ　神川幼稚園

☎０４９５-７７-４１８８

FAX０４９５-７７-４１８８

　町では、 公益財団法人どうぶつ基

金が手術費を全額負担する 「さくら

ねこ無料不妊手術事業」 に参加し、

地域猫活動をボランティア等と連携

して行う TNR 事業を行っています。

　「さくらねこ無料不妊手術事業」と

は、飼い主のいない猫に対しさくら

ねこTNR（Trap/捕獲し、 Nutral/

不妊去勢手術を行い、Return/元

の場所に戻す、その印として耳先を

さくらの花びらのようにV字カットす

る）」 を実施することで、 繁殖を防

止し、 「地域の猫」 「さくらねこ」 と

して一代限りの命を全うさせ、 飼い

主のいない猫に関わる苦情や殺処

分の減少に寄与する活動です。

　近隣の方に十分に配慮した地域猫

活動 （時間を決めた給餌、 トイレの

設置 ・ 管理、 周囲にしたフンの回収

等） をすることが、 無料不妊手術チ

ケットをお配りする条件になります。

チケットの申請については防災環

境課までお問合せください。

問合せ　防災環境課　環境担当

☎０４95-77-2124

FAX０495-77-3915

さくらねこ無料不妊手術事業

住宅用火災警報器の設置調査

を行います

　無作為抽出により訪問し、インター

ホン越しで聞き取り調査を行います

ので、ご協力をお願いします。

調査期間　5月8日（土）～２3日（日）

内容

①警報器の設置の有無と設置場所

②設置している場合は経過年数

③警報器の点検の有無と結果

※不適正な訪問販売等が増加して

います。官公庁職員が個人宅を訪

問し、警報器や消火器の販売等を

行うことはありません。これらの悪

質な業者にはご注意ください。

問合せ　 児玉郡市広域消防本部

 予防課　

☎0495-24-8392

広告は、 広告主の責任において町が掲載したものです。

広告

広告は、 広告主の責任において町が掲載したものです。

広告

広告は、 広告主の責任において町が掲載したものです。

広告

　大麻や栽培してはいけない 「けし」

を発見したら、 本庄保健所までご連

絡ください。

問合せ　本庄保健所

☎０495-22-6481

５月1日～６月30日は「不正大

麻・けし撲滅運動」期間です
【寄附をいただきました】

 町における新型コロナウイルス

感染症対策に対し、 神川町赤十

字奉仕団様より消毒用ラクラク布

巾の寄附をいただきました。 心

から感謝し、 お礼申し上げます。  　

　いただいた消毒用ラクラク布巾

は、 有効に活用いたします。

　東京 2020 オリンピック 100 日

前を記念して、 東京 2020 オリン

ピック聖火リレートーチ、 同パラリン

ピック聖火リレートーチの同時巡回

展示が県内各地で開催されます。

　それぞれ 「桜ゴールド」 「桜ピンク」

と呼ばれる異なる輝きを是非間近

でご覧ください。

　新型コロナウイルス感染症の拡大

状況により、 中止や延期となる場

合があります。 その場合は町ホーム

ページにてお知らせいたします。

日時　5月24日(月)

　 午前10時～午後３時 

場所　役場1階　町民ホール

問合せ　総合政策課　企画調整担当　

☎0495-77-070１

 FAX０495-77-3915

聖火リレートーチ　巡回展示

大麻草 けしの花

　計量法の規定により、 「はかり」

の定期検査 （2 年に１度） を行いま

す。 取引や証明に使用するものが対

象です。

　なお、 電気式はかりとひょう量

250 ｋｇを超える機械式はかりは、

別で巡回検査を行いますので、 今

回の対象は 「ひょう量 250 ｋｇ以

下の機械式はかり」 となります。

日時　6月9日(水)

　 午前10時～正午、午後1時～３時 

場所　役場北側車庫 

問合せ　経済観光課　商工観光担当　

☎0495-77-0703

 FAX０495-77-3915

計量器（はかり）の定期検査



町民のうごき町民のうごき
（外国籍の方 446 人含む）

町の面積　47.40 ㎢

◎町の人口  令和3年4月１日現在

（　） 内は前月との比較

男 ６,805人 （－5）

女 ６,536人 （－23）

計 13,341人 （－28）

世帯数 5,790世帯 （＋7）

図書室だより　　☆一般図書　★児童図書

　ゴールデンウィークの長い休みのお供に、ぜひ本を手に取ってみては

いかがでしょうか？

　図書の貸出期間は15日間です。

【中央公民館】　☎0495-77-3671

☆八月の銀の雪 伊与原　新／著

☆雨の狩人 大沢　在／著

☆日本マンガ全史 澤村　修治／著

☆はじめよう！ソロキャンプ 森　風美／著

★みんなのおすし はらぺこめがね／作

★やねうらべやのおばけ しおたに　まみこ／作

★おにぎりをつくる 高山　なおみ／作

【ふれあいセンター】　☎0495-77-1521

☆好日絵巻 森下　典子／著

☆みんなの民俗学 島村　恭則／著

★オレ、ねたくないからねない デヴ・ペティ／作

【多目的交流施設】　☎0274-50-4554

☆よけいなひと言を好かれるセリフに変える言いかえ図鑑 住野　よる／著

☆汚れた手をそこで拭かない 芦沢　央／著

★劇場版 鬼滅の刃 無限列車編 吾峠　呼世晴／作

交 通 情 報

令和3年１月１日〜4月15日

●神川町内

物件事故 　３５件、人身事故 　５件

●児玉警察署管内

物件事故 １８０件、人身事故 ２５件

―　通　常　利　用　時　間　―――――――――――――　

中央公民館 火～日曜日 午前９時～午後６時

月 ･ 祝日 ･ 祝日翌日　　    午前９時～午後５時

ふれあいセンター 火～土曜日、 日 ･ 祝日　 　午前９時～正午・午後１時〜午後５時

多目的交流施設 月～金曜日   正午～午後5時

土 ・ 祝日   午前９時～正午・午後1時～午後５時

 名前 年齢　　　 行政区         

 名前 行政区

　広報かみかわをお読みいただきありがと

うございます。 広報紙の制作は 「5 月号

～ 4 月号」 というスパンを一区切りとして

いるので、 この号が令和 3 年度の制作で

は１号目となります。 早いもので広報紙の

制作を担当して３年目になります。 少しは

上達や成長が示せているでしょうか。 今年

度もどうぞ変わらぬご愛読をお願い申し上

げます。 （小峰）

※このコーナーへは、ご希望を頂いて掲

載しております。 希望される方は、下

記へお問合せください。

問合せ　町民福祉課　戸籍担当

☎0495-77-2112

FAX0495-77-2117

こころの健康　電話相談窓口

相談場所 電話番号 曜　日 時　間

埼玉県こころの電話 048-723-1447
月～金

（祝日･年末年始を除く）
午前９時〜午後５時

精神科救急情報センター
048-723-8699

（ハローキューキュー）

①月～金

②土日祝日

①午後５時〜翌日午前８時30分

②午前８時30分〜翌日午前８時30分

埼玉いのちの電話
①048-645-4343

②0120-783-556

①毎日

②毎月10日

①24時間

②午前８時〜翌日午前８時

本庄保健所 0495-22-6481 月～金
（祝日･年末年始を除く）

午前８時30分〜午後５時
保健センター 0495-77-4041

DV相談ナビ ＃8008（はれれば） 電話を受けた相談機関の相談受付時間内

DV相談+（プラス） 0120-279-889 毎日 24時間

児童相談所虐待対応ダイヤル 189（いちはやく） 毎日 24時間

お気軽にご利用ください

名　称 と　き と　こ　ろ

消 費

生 活

相 談

月･水･木･金曜日

午前９時30分〜正午

午後1時～３時30分

本庄市消費生活

センター

☎0495-25-1175

火･金曜日

午前９時30分〜正午

午後1時～３時30分

上里町消費生活

相談窓口

☎0495-35-1232

月〜金曜日

午前９時〜午後４時

埼玉県消費生活

支援センター熊谷

☎048-524-0999

消費者ホットライン：☎188(イヤヤ)の３桁でお近く

　の相談窓口につながります。

各 種 相 談
名　称 と　き と　こ　ろ

心配ごと相談

行 政 相 談

毎月第２水曜

午後１時30分〜４時

事前予約可

総合福祉センター

いこいの郷

社会福祉協議会

☎0495-74-1188

FAX0495-74-1156

物 忘 れ 相 談

（ 認 知 症 相 談 ）

毎週水曜

午前９時〜午後４時

総合福祉センター

いこいの郷

地域包括支援センター

☎0495-74-1155

FAX0495-74-1156

な っ ち ゃ ん カ フ ェ

（ 認 知 症 カ フ ェ）

毎月第１水曜

午前１０時３０分〜正午

今月のオススメ本

☆わさびの日本史

山根　京子／著 　文一総合出版／出版　　ふれあいセンター／所蔵

　皆さん、和食はお好きでしょうか？

　現在では多くの野菜が和食で使われていますが、日本発

祥の食材はあまり多くないそうです。

　この本では、よく和食に用いられる日本発祥の植物「わ

さび」をテーマにした1冊で、わさびが日本人とどう関わっ

てきたか、また日本の食文化の中でどのような役割を果

たしてきたかが、様々な文献に基づいて詳しく説明されて

います。

　和食の好きな方にぜひおススメしたい1冊です。

●今月の新着図書（一部）

須藤　飛
と わ

羽ちゃん

（正夫・鈴惠)　熊野堂

池田　玲
れ い と

斗ちゃん

（優希・繭鈴)　熊野堂

各 委 員 会

名称 日時 場所

農業

委員会
5月25日(火)

午後１時30分 神川町

役場教育

委員会
5月27日(木)

午後３時

編 集

後 記

植 竹

植 竹

植 竹

下阿久原

元 原

二 ノ 宮

下阿久原

上阿久原（新里）

関 口

新 宿

八 日 市

植 竹

町外（肥土）

林　清志さん　

田村　勝さん

堀越　登さん

冨岡　りつ子さん

出川　実さん

新井　ひささん

新井　康夫 さん　

常木　ツヤ子さん

加藤　雅頌さん

山口　忠孝さん　

澁谷　治作さん

髙栁　米子さん

秋山　久米一さん
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広告は、 広告主の責任において町が掲載したものです。

広告

広告は、 広告主の責任において町が掲載したものです。

広告

　県では、町内で地域課題の解決を

目指し起業する方に、上限2００万円

（補助率５０％）の補助を行います。

応募期限　5月28日(金)必着  

交付決定　７月中旬（予定） 

申込　 神川町商工会

問合せ　創業・ベンチャー支援センタ

 ー埼玉　

☎048-711-２222

起業支援金公募 県立熊谷高等技術専門校

オープンキャンパス・キャンパ

スツアー

【オープンキャンパス】

日時　５月１５日(土)

①熊谷校：午前９時～正午

②秩父分校：午後1時30分～４時

場所　①熊谷高等技術専門校

②秩父分校

【キャンパスツアー】

日時　５月29日(土)

　 午前１０時～１１時30分 

場所　熊谷高等技術専門校

問合せ　熊谷高等技術専門校　

☎048-532-6559

秩父分校

☎049４-22-1948

51歳 

79歳 

92歳 

89歳 

62歳 

101歳 

89歳 

95歳 

84歳 

87歳 

87歳 

92歳 

71歳

既卒３年以内の方および34

歳以下の若者対象就職面接会

日時　6月9日(水)

 午後1時15分～4時

　 （受付開始：１２時４５分） 

場所　大宮ソニックシティ地下展示場

対象者　高校、専門学校、高専、短大、

 大学（院）等を卒業後概ね3年以内

 　の方および34歳以下の若年者

内容　企業担当者による面接、企業

　 説明

持ち物　履歴書複数枚、ハローワーク

カード（お持ちの方）

参加企業　５０社参加予定

問合せ　ハローワーク本庄　

☎0495-22-2448



◆救急車を呼ぶほどではないけれど

救急車を呼ばなくても病院等へ行くことが出来る場合、

そんな時の医療機関の情報をご案内します。

☎0495-24-1119（24時間対応）

児玉郡市広域消防本部 

項　　　目 対　　　象 日　　　時 内容 ・ その他

１ 歳 児
健 康 診 査

令和2年3月〜5月生まれ
5月２7日(木)

受付時間：対象者に通知

身体測定、内科診察、育児相談、歯みが

き相談など

3 歳 児
健 康 診 査

平成29年12月～

平成30年2月生まれ
5月31日(月)

受付時間：対象者に通知

身体測定、尿検査、内科診察、歯科診察、

育児相談、歯みがき相談など

３か月・６か月児
健 康 診 査

【３か月児】

令和3年2月～3月生まれ

【６か月児】

令和２年11～12月生まれ

6月11日(金)
受付時間：対象者に通知

身体測定、発達検査、内科診察、育児相

談など

６か月児健診では、ブックスタート・歯み

がき相談を行います。

※該当児には、案内通知を郵送します。通知が届かない場合は、上記子育て相談窓口までお問合せください。

◆全国共通救急電話相談ダイヤル(24時間365日対応)

急な病気やけがに関して、相談員(看護師)が医療機関を

受診すべきかどうかなどをアドバイスします。相談者の年齢

は問いません。

☎＃7119

☎048-824-4199（IP電話などの場合)

※☎＃7000（大人の救急電話相談）と☎＃8000（小児救急

電話相談）も今までどおりご利用できます。

項　 　目 日　 　時 場　所 内容 ・ その他

に こ に こ 相 談 日

～妊婦さんから

子育て相談～

毎週水曜日

午前９時20分〜11時20分

※電話等でお申込みください。

保健センター

妊娠中のことや、お子さんに関することをご相談

ください。お子さんの身長・体重の計測も行ってい

ます。

ま ま ぼ っ こ
５月１３日(木)

午前１０時～１１時３０分
保健センター

2～5か月の赤ちゃんのこころとからだのヒミツを

知り、育児を楽しくする教室です。

（対象：令和２年１２月～令和３年３月生まれ）

な っ ち ゃ ん 広 場
5月24日(月)

午前１０時～１１時

役場３階

第１会議室

フィットネス・赤ちゃんの喜ぶ声かけ・抱っこ・ベビ

マレッチ（赤ちゃん向けマッサージとストレッチ）等

幸せ膨らむコミュニケーションプログラムです。

（対象：１歳までの親子）

お や ぼ っ こ
6月１0日(木)

午前１０時～１１時３０分
保健センター

7～10か月の赤ちゃんのこころとからだのヒミツ

を知り、育児を楽しくする教室です。

（対象：令和２年8月～11月生まれ）

療 育 相 談
心 理 相 談

お子さんの健やかな成長を応援するため理学療法士 ・ 作業療法士 ・ 言語聴覚士による相談を行っ

ています。 「言葉が遅い」 「発音が不明瞭」 「なかなか歩かない」 など発育 ・ 発達面の心配ごとが

ある方は、 子育て相談窓口へご連絡ください。
k

問合せ ： 子育て相談窓口　　☎ 0495-74-0205　FAX ０４９５- ７７-２１１７子 育 て

◆在宅当番医療機関（午前中のみ）

月　　日 医療機関名 ☎ 0495

5 月 9 日 ( 日 ) したら眼科クリニック 33-8333

５ 月 1 6 日 ( 日 ） 本 庄 皮 膚 科 医 院 22-3233

5 月 2 3 日 ( 日 ） 児玉清水クリニック 72-7543

5 月 3 0 日 ( 日 ) 鈴 木 外 科 病 院 72-1235

６ 月 ６ 日 ( 日 ) 関根内科外科医院 77-7667

６ 月 1 ３ 日 ( 日 ) はにぽんクリニック 22-3596

※当番医は変更になる場合がありますので、確認してからおでかけください。

◆休日急患診療所（内科系疾患）[本庄市児玉郡医師会]

  本庄市保健センター(本庄市民文化会館となり)内で、内科系で

比較的症状が軽く、入院が必要ない方の診療を行います。

☎0495-23-3322
※診療以外に関するお問い合わせ・電話相談はご遠慮ください。

診療日　日曜日・休日・年末年始（12/30～1/3） 

　　 平日木曜日夜間

時間 　　午前９時～正午、午後１時～４時、午後７時～10時

※平日木曜日夜間は、午後８時～１０時

※健康保険証を持参してください。

※夜間の診療は午後９時４５分までに受付をしてください。

◆新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター

☎0570-783-770（土日祝日も含め24時間受付）

FAX048-830-4808（埼玉県保健医療政策課内）

集まれ！　6月生まれキッズ
お誕生日を迎える町内在住で就学前のお子さんの写真を募集しています。

下記のあて先へメール又は郵送してください。　

〇 お子さんの写真(なるべくデータで）　　

〇お子さんの氏名・ふりがな・住所・生年月日・年齢

〇保護者の氏名・連絡先(電話番号)　

photo@town.kamikawa.saitama.jp　または〒367-0292　植竹909　役場総合政策課

締切　5月10日(月)[必着]　※応募多数の場合抽選、写真は返却不可

ことば育ては、からだ育てから

月生

スマホで
簡単送信♪

依
よ だ

田 篤
あ つ き

樹 ちゃん
　　4 歳   （二ノ宮）

逸
へ ん み

見 匡
たすく

 ちゃん
　　1 歳   （二ノ宮）

岡
お か む ら

村 陽
ひ よ り

依 ちゃん
　　2 歳   （植竹）

河
か わ た

田 莉
り ひ と

一 ちゃん
　　2 歳   （八日市）

⼦育て相談窓口だより 問合せ　子育て相談窓口
☎ 0495-74-0205
FAX ０４９５- ７７-２１１７

21　　KAMIKAWA　5 月号 KAMIKAWA　5 月号　　20

　赤ちゃんは周囲の人からの笑顔や声かけなどの愛情を受け、 た

くさんのことを吸収します。 今はまだ話せなくても手足を動かした

り、 笑ったり泣いたりして周囲とのコミュニケーションを図ろうとし

ます。 「伝えたいという気持ち」 がことばの第一歩です。

　ことばや心を育むには、 毎日の暮らしの中で、 朝起きて太陽を浴

びたり、 夜早く寝るなどの基本的な習慣の基盤が大切です。

 よく動いて、 よく寝て、 からだを動かしながらことばを育んでいき

ましょう♪

　赤ちゃんは生まれてくる前からお母さんのお腹の中で色々な音を聞いています。 生ま

れると赤ちゃんたちはさらに音のあふれた世界に飛び込んできますが、 その中でもお

母さんお父さんや家族の声は、 お腹の中で聞いていたので心地よく、 とても安心しま

すので、 たくさん話しかけてみましょう。

吉
よ し だ

田 翔
し ょ う た

汰 ちゃん
　　4 歳   （熊野堂）

浅
あ ざ み

見 紗
さ ら

羅 ちゃん
　　6 歳   （肥土）

福
ふ く し ま

島 皐
た か と

斗 ちゃん
　　4 歳   （植竹）

分
わ け す

須 葵
あ お ば

翔 ちゃん
　　5 歳   （原新田）



　3月31日、渡瀬の森田さくさん（大正10年生）

が満100歳の誕生日を迎えられ、町から祝状と

祝金が贈られました。

　これからもお元気で、更なるご長寿をお祈りし

ます。

【大正10年の主な出来事】

アルベルト・アインシュタインがノーベル物理学

賞を受賞

緊急 時 に お け る 心 強 い サ ポ ー ト
神 川 町 × 株 式 会 社 ほ ん じ ょ う F M

　3月２３日（火）に株式会社ほんじょうFMと「防

犯・防災情報の緊急放送に関する協定」を締結し

ました。

　この協定は、犯罪・災害が発生した場合、または

発生するおそれがある場合に、防犯・防災情報に

ついて緊急放送を行っていただける

ものです。

みんなで「踊ってみた」動画が完成！
神川町プロモーションビデオ企画制作委員会

　町職員有志により組織されている本委員会で

は、神川町の皆さんが、コロナ禍の生活様式の

中でも一丸となって頑張っていることを世界に

発信するため、町内外からダンス動画を集め、そ

れらをつなぎ合わせて1本の 【リモートダンス動

画】を制作しました。

　助け合いの心を神川町から日本へ、世界へ！

ぜひご覧ください。

100歳お誕生日おめでとうございます
森 田 さ く さ ん （ 渡 瀬 ）
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フレッシュな表情の初々しい一枚です
令 和 3 年 度 神 川 町 新 採 用 職 員

　令和３年度は５名の新採用職員を迎えました。

公務員としての自覚を持ち、地域の皆様へ親し

まれる職員を目指します。

【写真左から】

荒井　将之（防災環境課）

金井　智樹（経済観光課）

五十嵐　梨沙子（保健センター）

松本　桃子（青柳保育所）

坂本　妃那（丹荘保育所）

新里 に 訪 れ た 白 鳥 に つ い て （ 続 報 ）
文 案 ： 福 島 茂 さ ん （ 新 里 ）

「一人じゃない。一つになるんだ。」

動画はこちらからご覧ください→

「ほんじょうFM」ホームページ→

　2月号の「わだいのひろば」に、新里の田んぼに

白鳥の飛来が掲載されましたが、その後、新里の

白岩神社、西の田んぼに飛来、多い日には、63

羽来ました。

　田んぼに近い地元の方が古米等のえさを与え

たり、休日にはカメラで撮影される方などの多く

の方が訪れたりと、白鳥たちの訪れは、たくさん

の方に癒しと交流の場をもたらしてくれました。

【写真】大内敏子さん（新里）撮影



くらしのカレンダー
日 月 火 水 木 金 土

5/1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 6/1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

取扱業務取扱業務

・ 戸籍、 住民票、・ 戸籍、 住民票、
　印鑑証明書の交付　印鑑証明書の交付
・ 印鑑登録と廃止・ 印鑑登録と廃止

戸籍窓口戸籍窓口

C A L E N D A R
こ
の
広
報
紙
は
見
や
す
く
読
み
間
違
え
に
く
い
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
フ
ォ
ン
ト
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

※ご注意ください

新型コロナウイルス感染症により、 各種

イベントの開催や公共施設の利用などに

影響を及ぼす場合があります。 最新の

情報につきましては、 町ホームページを

ご覧ください。

ごみ収集日区分け表
A  植竹・関口・四軒在家・元阿保・八日市
　　原新田・熊野堂・元原
B  新宿・池田・二ノ宮・新里・前組・中新里
　　小浜・貫井・肥土・渡瀬（本町・仲町・上町）

C　下阿久原・上阿久原・矢納

燃えるごみ…可燃　　燃えないごみ…不燃　 資源ごみ…資源

戸籍窓口戸籍窓口
　～午後 7 時　～午後 7 時

戸籍窓口戸籍窓口
　～午後 7 時　～午後 7 時

戸籍窓口戸籍窓口
　～午後 7 時　～午後 7 時

戸籍窓口戸籍窓口
　～午後 7 時　～午後 7 時

粗大ごみリクエスト

粗大ごみリクエスト

A
可燃

C
可燃

A
可燃

C
可燃

A 可燃
不燃

C
可燃

B
可燃

B
可燃

B
可燃

戸籍窓口戸籍窓口
　午前 8 時半～正午　午前 8 時半～正午

　（第２日曜）　（第２日曜）

B
可燃

C
不燃

A
資源

B
資源

C
可燃

A
可燃

C
可燃

A 可燃
不燃

B 可燃
不燃

C
資源

B
可燃

C
不燃

B
可燃

A 可燃
不燃

C
可燃

A
可燃

C
可燃

B
可燃

A
資源

B
資源

戸籍窓口戸籍窓口
　～午後 7 時　～午後 7 時

A
資源

B
資源

A
可燃

C
可燃

B
可燃

♥物忘れ相談
♥心配ごと相談
♪にこにこ相談日

♥物忘れ相談
♪にこにこ相談日

♥物忘れ相談
♪にこにこ相談日
有害ごみ分別収集

A
可燃

C
可燃

A
可燃

C
可燃

B 可燃
不燃

B 可燃
不燃

C
可燃

A
可燃

✚3歳児健診

憲法記念日

♥物忘れ相談
♥心配ごと相談
♪にこにこ相談日

B
可燃

C
可燃

A
可燃

♪なっちゃん広場

♪おやぼっこ

公民館・多目的
交流施設休館日

♪ままぼっこ

✚3か月・6か月児健診

みどりの日 こどもの日

♥物忘れ相談
♪にこにこ相談日

✚1歳児健診
聖火リレートーチ
展示（役場１階）

公民館・多目的
交流施設休館日

公民館・多目的
交流施設休館日


